
札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付要綱（平成２０年３月３１日市民まちづくり局理事決裁）新旧対照表 

現行 改正後 備考 

（目的） 

第１条 この要綱は、札幌市市民まちづくり活動促進条例（平成１９年

条例第５１号。以下「条例」という。）第１５条第１項の規定に基づ

き、市民まちづくり活動の促進を目的として、札幌市市民まちづくり

活動促進助成金（以下「助成金」という。）の交付について、札幌市

補助金等の事務取扱に関する規程（昭和３６年訓令第２４号）に定め

るもののほか、必要な事項を定める。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 １～３省略 

（新設） 

 

 

４～６ 省略 

 

（助成事業の変更） 

第８条 助成団体は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あ

らかじめ札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等申請書

（様式６）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 助成事業の内容を変更するとき 

(2) 助成事業を中止、または廃止するとき 

(3) 助成事業が予定期間内に完了しないとき 

２ 市長は、前項の申請があった場合、期限を定めて、当該団体に対し

て交付した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、札幌市市民まちづくり活動促進条例（平成１９年

条例第５１号。以下「条例」という。）第１５条第１項の規定に基づ

き、市民まちづくり活動の促進を目的として、札幌市市民まちづくり

活動促進助成金（以下「助成金」という。）の交付について、札幌市

補助金等交付規則（令和８年規則第 24号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 １～３省略 

４ 市長は、申請団体が規則第５条第３項各号のいずれかに該当する

場合は、助成金を交付しない旨の決定をしなければならない。 

５～７ 省略 

 

 

（助成事業の変更） 

第８条 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）

は、規則第６条第１項第１号から第３号に掲げる事項のいずれかに

該当する場合は、札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等

申請書（様式６）を市長に提出しなければならない。ただし、様式６

により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することがで

きる。 

２ 市長は、交付決定をした場合において、規則第９条第１項各号のい

ずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係るもの

に相当する部分については、この限りでない。 

 

 

 

 

規程を規則に修正 

 

 

 

 

 

暴力団関係者の排

除等の規定を追加 

 

 

 

 

交付条件を規則に

合わせ修正 

 

 

 

 

事情変更による取

消し・変更について

規定 

 



現行 改正後 備考 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

 

３ 市長は、第１項の規定により、助成事業の変更等を認めたときは、

札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等決定通知書（様式

７）により、当該助成団体に通知するものとする。 

４ 第１項の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。 

 

（関係書類の保存等） 

第９条 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）

は、助成事業に係る経理を明らかにした書類、帳簿等を事業終了後５

年間保存しなければならない。 

 

２～３ 省略 

 

（事業報告書） 

第 11条 助成団体は、助成事業の終了後、１か月以内又は助成対象年

度の３月 31 日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。 

(1) ～(6) 省略 

 

２ 市長は、助成を行った事業に対して、助成金の使途等に関する調査

を行い、又は、第９条の書類、帳簿等を開示させ、その報告又は説明

３ 市長は、前項の規定による取消しにより特別に必要となった事務

又は事業に対しては、規則第９条第２項各号に掲げる経費に限り、別

に定めるところにより、補助金等を交付することができる。 

４ 市長は、交付決定をした場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、当該交付決定の内容を変更することが

できる。この場合においては、第２項ただし書の規定を準用する。 

５ 市長は、第２項の規定による取消し又は前項の規定による変更を

した場合は、札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等決定

通知書（様式７）により、当該助成団体に通知するものとする。 

（削る。） 

 

 

（関係書類の保存等） 

第９条 助成団体は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、

帳簿等を常に整備するとともに、当該助成事業を完了し、又は廃止し

た日の属する年度の翌年度の４月１日から５年間保存しなければな

らない。 

２～３ 省略 

 

（実績報告書） 

第 11条 助成団体は、助成事業の完了後、１か月以内又は当該助成事

業を完了し、又は廃止した日の属する年度の３月 31 日のいずれか早

い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) 省略 

２ 市長は、助成事業が適正に行われているかどうかを確認するため

必要があるときは、当該助成団体に対し、当該助成事業の状況に関し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則に合わせ保存

期間を修正 

 

 

 

 

 

規則に合わせ文言

修正 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

を求めることができる。なお、助成団体は、これに応じなければなら

ない。 

３～５ 省略 

 

（助成金の額の確定等） 

第 12条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合、その報告に係

る助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうかを調査確認した後、適合する

と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、札幌市市民まちづ

くり活動促進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）（様式 12）によ

り、当該団体に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した額が第 14 条の規定により既に交付した額に満た

ないときは、期限を定めて、当該団体に対してその満たない額の返還

を請求するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第 13条 市長は、前条の規定による助成金確定後の通知後、すみやか

に助成金を交付するものとする。 

 

（概算額の交付及び精算） 

第 14条 前条の規定にかかわらず、助成団体から申出があった場合に

は、事前に概算額を交付するものとする。 

 

２ 省略 

 

（交付決定の取消し） 

第 15条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、

て報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。 

 

３～５ 省略 

 

（助成金の額の確定等） 

第 12条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該助成事業の成

果が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合

すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、札幌市市民ま

ちづくり活動促進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）（様式 12）

により、当該団体に通知するものとする。 

（削る。） 

 

 

 

（助成金の交付） 

第 13条 市長は、前条の規定による通知の後、速やかに助成金を交付

するものとする。 

 

（概算額の交付及び精算） 

第 14条 前条の規定にかかわらず、助成団体の申出により、助成事業

の目的を達成するため特に必要があると市長が認めるときは、助成

金を概算払により交付することができる。 

２ 省略 

 

（違反等による交付決定の取消し） 

第 15条 市長は、第８条第２項の規定による場合のほか、助成団体が

 

 

 

 

規則にあわせ修正 

 

 

 

 

 

規則の規定にあわ

せ返還は第 16 条で

定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則に合わせ追加 



現行 改正後 備考 

第７条の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

 

(1) 不正な手段又は違法な行為により、助成を受けたとき 

(2) 助成目的以外の経費に流用したとき 

(3) 登録要綱第７条の規定により、登録が抹消されたとき 

(4) その他この要綱に違反した場合 

２ 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したとき

は、札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付取消決定通知書（様式

13）により、当該団体に通知するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 16 条 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付を取り消した場

合、期限を定めて、当該団体に対して交付した助成金の全部又は一部

の返還を請求することができる。 

 

（追加） 

 

 

２ 市長は、第８条第２項、第 12 条第２項及び前項の規定により、助

成金の返還を請求するときは、札幌市市民まちづくり活動促進助成

金返還決定通知書（様式 14）により、当該団体に通知するものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、第 12条第２項の規定により助成金の返

還を請求するときは、札幌市市民まちづくり活動促進助成金確定通

知書（兼返還決定通知書）（様式 12）に返還に関する必要事項を記載

することをもって、助成金返還決定通知とすることができる。 

 

次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

(1) 規則第 17条第１項各号のいずれかに該当するとき 

 

(2) 登録要綱第７条の規定により、登録が抹消されたとき 

(3) その他この要綱に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、札幌市市民まちづ

くり活動促進助成金交付取消決定通知書（様式 13）により、当該団

体に通知するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 16条 市長は、第８条第２項若しくは前条第１項の規定による取消

し又は第８条第４項の規定による変更をした場合において、助成事

業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に助成金が交付され

ているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。 

２ 市長は、第 12 条の規定による通知をした場合において、既に当該

通知に係る助成金の額を超える助成金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を請求するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により、助成金の返還を請求するときは、札

幌市市民まちづくり活動促進助成金返還決定通知書（様式 14）によ

り、当該団体に通知するものとする。 

 

４ 市長は、第２項の規定により、助成金の返還を請求するときは、札

幌市市民まちづくり活動促進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）

（様式 12）に返還に関する必要事項を記載することにより、当該団

体に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則に合わせ助成

金の返還をまとめ

て定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

 

 

附則 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

附 則（令和８年４月１日市民文化局長決裁） 

第１条 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

第２条 令和８年４月１日以降に交付決定する事業のうち、令和８年

３月31日以前に第６条第１項に定める申請がなされた事業の申請団

体については、附則様式１を提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則及び附則様式

の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 
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現行 改正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

 

（追加） 

 

 

 

附則様式 1 の追加 

 


